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天
武
と
聖
武

―
『
万
葉
集
』
を
軸
に
―

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館

井
上
さ
や
か

■
一
■

天
武
天
皇
と
聖
武
天
皇

▼
『
万
葉
集
』
に
と
っ
て

天
武
天
皇
…
歌
を
文
字
化
し
収
集
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
人
物
（
巻
一
※
原
撰
部
）

聖
武
天
皇
…
天
武
・
持
統
朝
の
行
幸
歌
を
復
活
さ
せ
（
巻
六
）
、
主
要
作
歌
年
代
に
あ
た
る
人
物

《
参
考
》
「
○
武
」
と
い
う
諡
号

神
武
…
周
の
「
武
王
」
以
来
、
中
国
で
は
王
朝
初
代
の
王
や
皇
帝
に
「
武
」
の
字
を
贈
る
。

天
武
…
同
右
。
道
教
に
お
い
て
武
王
が
神
聖
視
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
か
。

文
武
…
周
の
文
王
と
武
王
、
唐
の
太
宗
の
諡
号
（
「
文
武
聖
皇
帝
」
な
ど
）
に
由
来
す
る
か
。

聖
武
…
文
武
の
皇
子
で
あ
り
、
同
様
の
由
来
か
。

桓
武
…
周
の
武
王
を
称
え
た
『
詩
経
』
周
頌
「
桓
桓
た
る
武
王
」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

※
諡
号
：
漢
字
文
化
圏
で
、
貴
人
の
死
後
に
奉
る
生
前
の
事
績
へ
の
評
価
に
基
づ
く
名
。
日
本
に
お
け
る
漢
風
諡
号
は
、
奈
良
時
代
中
期

の
官
職
の
唐
風
改
称
に
伴
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
『
釈
日
本
紀
』
（
鎌
倉
時
代
）
に
引
用
さ
れ

た
元
慶
～
承
平
年
間
（
八
七
七
～
九
三
八
）
の
「
私
記
」
に
、
「
師
説
」
と
し
て
初
代
神
武
以
下
の
諡
号
は
淡
海
三
船
の
撰
と
あ
り
、
天

平
宝
字
六
（
七
六
二
）
～
同
八
（
七
六
四
）
年
に
神
武
か
ら
持
統
ま
で
（
弘
文
を
除
く
）
一
括
撰
進
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
て
い
る
。

・
天
武
天
皇
の
事
績
（
抜
粋
）

律
令
の
編
纂
と
施
行
（
飛
鳥
浄
御
原
令
）
／
庚
寅
年
籍

こ
う

い
ん

ね
ん
じ
ゃ
く

専
制
君
主
制
（
「
天
皇
」
号
）
／
皇
親
政
治
／
八
色
の
姓

藤
原
京
造
営
（
日
本
初
の
中
国
式
都
城
）

貨
幣
制
度
導
入
（
富
本
銭
鋳
造
）

※
飛
鳥
池
工
房
遺
跡

国
家
仏
教
（
出
家
、
一
切
経
写
経
、
…
）

道
家
思
想
（
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
、
天
文
遁
甲
、
占
星
台
、
…
）

て
ん

も
ん

と
ん

こ
う

神
祇
祭
祀
（
天
照
太
神
望
拝
、
龍
田
・
広
瀬
祭
祀
や
祈
雨
祭
の
創
始
、
…
）

史
書
編
纂
（
没
後
に
完
成
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
）

地
方
文
化
の
収
集
（
所
部
の
百

姓
の
能
く
歌
ふ
男

女
と
侏
儒
・
伎
人
を
選
ひ
て
貢
上
れ
）

く

に
う

ち

お
ほ
み
た
か
ら

よ

う
た

を
の
こ
め
の
こ

し

ゅ

じ

ゅ

わ

ざ

ひ
と

え
ら

た

て

ま

つ

※
律
令
制
に
基
づ
く
中
央
集
権
国
家
を
形
成
す
る
過
程
で
史
書
や
詩
歌
集
の
編
纂
契
機
も

古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
交
流
と
国
家
形
成
（
「
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
都
」
）

特
別
展
「
富
本
銭
特
別
展
示

天
武
天
皇
と
〈
飛
鳥
・
藤
原
〉
の
文
化
」
（
十
月
十
九
日
～
十
二
月
八
日
）

無断転載・コピー・再配布などはご遠慮ください
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・
『
万
葉
集
』
巻
一
・
巻
六

※
全
二
十
巻
。
巻
ご
と
に
編
集
方
針
が
異
な
る
中
で
踏
襲
が
明
ら
か

巻
一
…
…
部
立
て
は
「
雑
歌
」
の
み
。
年
代
順
に
配
列
（
宮
号
に
よ
る
標
目
）
。

一
（

雄
略
）
、
二
～
六
（

舒
明
）
、
七
（

皇
極
）
、
八
～
一
五
（

斉
明
）
、
一
六
～
二
一
（

天
智
）
、
二
二

21

34

35

37

38

～
二
七
（

天
武
）
、
二
八
～
五
三
（

持
統
）
、
五
四
～
五
六
（
大
宝
元
年
）
…
…
七
八
～
八
〇
（
和
銅
三
年
）
、

40

41

八
一
～
八
三
（
和
銅
五
年
）
、
八
四
（
寧
楽
宮
）

※
和
銅
三
（
七
一
〇
）
年
平
城
遷
都
か
ら
す
で
に
「
寧
楽
宮
」
の
は
ず
。
八
四
番
歌
作
者
の
長
皇
子
は
和
銅
八
年
没
。

巻
六
…
…
部
立
て
は
「
雑
歌
」
の
み
。
年
代
順
に
配
列
（
聖
武
天
皇
代
の
歌
々
）
。

九
〇
七
～
九
一
六
（
養
老
七
年
）
、
九
一
七
～
九
一
九
（
神
亀
元
年
）
、
九
二
〇
～
九
三
四
（
神
亀
二
年
）
、
九
三

五
～
九
四
七
（
神
亀
三
年
）
、
九
四
八
～
九
四
九
（
神
亀
四
年
）
、
九
五
〇
～
九
六
一
（
神
亀
五
年
）
、
九
六
二
～

九
六
八
（
天
平
二
年
）
、
九
六
九
～
九
七
〇
（
天
平
三
年
）
、
九
七
一
～
九
七
五
（
天
平
四
年
）
、
九
七
六
～
九
九

五
（
天
平
五
年
）
、
九
九
六
～
一
〇
〇
四
（
天
平
六
年
）
、
一
〇
〇
五
～
一
〇
一
二
（
天
平
八
年
）
、
一
〇
一
三
～

一
〇
一
七
（
天
平
九
年
）
、
一
〇
一
八
～
一
〇
二
七
（
天
平
十
年
）
、
一
〇
二
八
（
天
平
十
一
年
）
、
一
〇
二
九
～

一
〇
三
六
（
天
平
十
二
年
）
、
一
〇
三
七
～
一
〇
四
〇
（
天
平
十
五
年
）
、
一
〇
四
一
～
一
〇
四
六
（
天
平
十
六

年
）
、
一
〇
四
七
～
一
〇
六
七
（
年
次
未
詳
※
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）

・
万
葉
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代

磐
姫
皇
后
や
雄
略
天
皇
、
聖
徳
太
子
な
ど
の
仮
託
歌
も
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
舒
明
天
皇
代
〈
六
二
九

～
六
四
一
〉
か
ら
天
平
宝
字
三
年
〈
七
五
九
〉
ま
で
の
約
一
三
〇
年
間
に
詠
ま
れ
た
歌
を
収
め
る
。

六
三
〇

（
舒
明
）
飛
鳥
岡
本
宮
遷
宮

六
四
五

（
皇
極
）
乙
巳
の
変

六
七
二

(
(

弘
文)

)

壬
申
の
乱
／
飛
鳥
浄
御
原
宮
遷
宮

六
七
三

（
天
武
）
天
武
即
位

六
七
九

六
皇
子
の
盟
約

六
八
六

天
武
没

六
九
四

（
持
統
）
藤
原
宮
遷
宮

七
〇
一

大
宝
元
（
文
武
）
大
宝
律
令
成
立

※
こ
れ
以
降
、
年
号
継
続

七
一
〇

和
銅
三
（
元
明
）
平
城
京
遷
都

七
一
二

五

『
古
事
記
』
成
立
か

七
一
三

六

風
土
記
編
纂
の
官
命

七
二
〇

養
老
四
（
元
正
）
『
日
本
書
紀
』
成
立

七
二
四

神
亀
元
（
聖
武
）
聖
武
即
位

※
行
幸
従
駕
歌
の
復
活

七
四
〇

一
二

藤
原
広
嗣
反
乱
／
恭
仁
京
遷
都

七
四
五

一
七

平
城
京
還
都

七
五
一

天
平
勝
宝

三
（
孝
謙
）
『
懐
風
藻
』
成
立

七
五
二

四

東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

七
五
六

八

聖
武
没

七
五
九

天
平
宝
字

三
（
淳
仁
）
『
万
葉
集
』
巻
二
十
巻
末
歌

※
こ
れ
以
降
に
成
立

無断転載・コピー・再配布などはご遠慮ください
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■
二
■

天
武
天
皇

※
『
万
葉
集
』
に
五
首
の
作
歌
が
載
る

天
皇
の
御
製
歌

お

ほ

み

う

た

み
吉
野
の

耳
我
の
嶺
に

時
な
く
そ

雪
は
降
り
け
る

間
な
く
そ

雨
は
降
り
け
る

そ
の
雪
の

み
み

が

み
ね

ま

ふ

時
な
き
が
ご
と

そ
の
雨
の

間
な
き
が
ご
と
く

隈
も
お
ち
ず

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を

く
ま

こ

（
巻
一
・
二
五
）

或
る
本
の
歌

ほ
ん

み
吉
野
の

耳
我
の
山
に

時
じ
く
そ

雪
は
降
る
と
い
ふ

間
な
く
そ

雨
は
降
る
と
い
ふ

そ
の

ま

ふ

雪
の

時
じ
き
が
ご
と

そ
の
雨
の

間
な
き
が
ご
と
く

隈
も
お
ち
ず

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の

く
ま

山
道
を

（
巻
一
・
二
六
）

天
皇
の
、
吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
の
御
製
歌

お

ほ

み

う

た

よ
き
人
の
よ
し
と
よ
く
見
て
よ
し
と
言
ひ
し
吉
野
よ
く
見
よ
よ
き
人
よ
く
見

（
巻
一
・
二
七
）

紀
に
曰
は
く
「
八
年
己
卯
の
五
月
庚
辰
の
朔
の
甲
申
、
吉
野
の
宮
に
幸
す
」
と
い
へ
り
。

き

ば
う

か
う

し
ん

か
ふ

し
ん

《
参
考
》

・
二
五
、
二
六
番
歌
の
類
歌

小
治
田
の

年
魚
道
の
水
を

間
無
く
そ

人
は
汲
む
と
い
ふ

時
じ
く
そ

人
は
飲
む
と
い
ふ
汲

を

は

り

だ

あ

ゆ

ぢ

ま

な

く

む
人
の

間
無
き
が
ご
と

飲
む
人
の

時
じ
き
が
ご
と

吾
妹
子
に

あ
が
恋
ふ
ら
く
は

止
む

わ

ぎ

も

こ

時
も
無
し

（
巻
十
三
・
三
二
六
〇
）

み
吉
野
の

御
金
の
岳
に

間
無
く
ぞ

雨
は
降
る
と
い
ふ

時
じ
く
そ

雪
は
降
る
と
い
ふ

そ

み

か

ね

た
け

ま

な

の
雨
の

間
無
き
が
ご
と

そ
の
雪
の

時
じ
き
が
ご
と

間
も
お
ち
ず

わ
れ
は
そ
恋
ふ
る

妹

ま

が
た
だ
か
に

（
巻
十
三
・
三
二
九
三
）

・
大
海
人
皇
子
の
出
家
と
吉
野
入
り

東

宮
、
天

皇
に
見
え
、
吉
野
に
之
り
て
修
行
仏
道
せ
む
と
請
ひ
た
ま
ふ
。
天
皇
、
許
し
た
ま
ふ
。
東

ま
う
け
の
き
み

す
め
ら
み
こ
と

ま
み

よ
し

の

ま
か

お

こ

な

ひ

こ

宮
即
ち
吉
野
に
入
り
た
ま
ふ
。
大

臣

等
、
侍

送
り
。
菟
道
に
至
り
て
還
る
。

い

お
ほ
ま
へ
つ
き
み
た
ち

お
く
り
た
て
ま
つ

う

ぢ

い
た

か

へ

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
七

天
智
天
皇
十
年
十
月
十
九
日
条
）

壬
午
に
、
吉
野
宮
に
入
り
た
ま
ふ
。
時
に
左

大

臣
蘇
賀
赤
兄
臣
・
右
大
臣
中

臣

金

連
と

じ
ん

ご

よ
し

の
の

み
や

い

ひ
だ
り
の
お
ほ
ま
へ
つ
き
み

そ

が

の

あ

か

え

の

お
み

み
ぎ
の
ま
へ
つ
き
み

な
か
と
み
の
か
ね
の
む
ら
じ

大

納

言
蘇
賀
果
安
臣
等
送
り
た
て
ま
つ
り
て
、
菟
道
よ
り
返
る
。
或

の
曰
く
、
「
虎
に
翼
を
着
け

お
ほ
き
も
の
ま
を
す
つ
か
さ

そ

が

の
は

た

や

す

の
お

み

ら

お
く

う

ぢ

か

へ

あ
る
ひ
と

い
は

と
ら

つ
ば
さ

つ

て
放
て
り
」
と
い
ふ
。
是
の
夕
に
、
島
宮
に
御
し
ま
す
。

は
な

こ

ゆ
ふ
へ

し
ま
の
み
や

お
は

（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
八

天
武
天
皇
即
位
前
紀
）
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・
吉
野
の
盟
約

天

皇
、
皇
后
と
草
壁
皇
子
尊
・
大
津
皇
子
・
高
市
皇
子
・
河
島
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
芝
基
皇
子
に

詔

す
め
ら
み
こ
と

き

さ

き

く
さ
か
べ
の
み
こ
の
み
こ
と

お
お

つ
の

み

こ

た
け

ち
の

み

こ

か
は
し
ま
の
の
み

こ

お
さ

か

べ

の
み

こ

し

き

の

み

こ

み
こ
と
の
り

し
て
曰
は
く
、
「
朕
、
今
日
、
汝
等
と
倶
に
庭
に
盟
ひ
て
、
千
歳
の
後
に
、
事
無
か
ら
し
め
む
と
欲
す
。

の
た
ま

わ
れ

け

ふ

い
ま
し
た
ち

と
も

お
ほ
ば

ち
か

ち

と
せ

の
ち

こ
と

な

お
も
ほ

奈
之
何
」
と
の
た
ま
ふ
。
皇
子
等
、
共
に
対
へ
て
曰
さ
く
、
「
理
実
、
灼
然
な
り
」
と
ま
を
す
。
則
ち
草
壁

い

か

に

み

こ

た
ち

と
も

こ
た

ま
を

こ
と

わ

り

い
や

ち

こ

す
な
は

皇
子
尊
、
先
づ
進
み
て
盟
ひ
て
曰
さ
く
、
「
天
神
地
祇
と
天
皇
、
証
め
た
ま
へ
。
吾
、
兄
弟
長

幼
、

ま

す
す

ち
か

ま
を

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

あ
き
ら

お
の
れ

え

お
と

ひ
と
と
な
り
を
さ
な
き

并
せ
て
十
余
王
、

各

異
腹
よ
り
出
で
た
り
。
然
れ
ど
も
同
じ
き
と
異
れ
る
と
別
か
ず
、
倶
に
天
皇

あ
は

と
を
あ
ま
り
の
み
こ

お
の
も
お
の
も

こ
と

は

ら

い

し
か

お
な

こ
と
な

わ

の

勅

の
随
に
、
相
扶
け
て
忤
ふ
る
こ
と
無
け
む
。
若
し
今
よ
り
以
後
、
此
の
盟
の
如
く
に
あ
ら
ず

み
こ
と
の
り

ま
に
ま

あ

ひ

た

す

さ
か

な

も

い
ま

の

ち

こ

ち
か
ひ

ご
と

は
、
身
命
亡
び
、
子
孫
絶
え
む
。
忘
れ
じ
、
失
た
じ
」
と
ま
を
す
。
五
皇
子
、
次
を
以
ち
て
相
盟
ふ
こ
と

い

の

ち

ほ
ろ

う

み

の
こ

た

わ
す

あ
や
ま

い
つ
た
り
の
み
こ

つ
ぎ
て

も

あ
ひ

ち
か

先
の
如
し
。
然
し
て
後
に
、
天
皇
の
曰
は
く
、
「
朕
が
男
等
、
各
異
腹
に
し
て
生
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
今

さ
き

ご
と

し
か

の
ち

の
た
ま

わ

こ

ど
も

う
ま

し
か

し
一
母
同
産
の
如
く
に
慈
ま
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち

襟

を
披
き
其
の
六
皇
子
を
抱
き
た
ま
ふ
。

ひ
と
つ
お
も
は
ら
か
ら

ご
と

め
ぐ

す
な
は

こ
ろ
も
の
く
び

ひ
ら

そ

む

た

り

の
み

こ

う
だ

因
り
て
盟
ひ
て
曰
は
く
、
「
若
し
茲
の
盟
に
違
は
ば
、
忽

に
朕
が
身
を
亡
は
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
皇
后

よ

ち
か

も

こ

ち
か
ひ

た
が

た
ち
ま
ち

わ

み

う
し
な

き

さ

き

の
盟
ひ
た
ま
ふ
こ
と
、
且
天
皇
の
如
し
。
（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
九
天
武
天
皇
八
年
五
月
六
日
条
）

ち
か

ま
た

・
奈
良
時
代
の
天
武
天
皇
讃
美

壬
申
の
年
の
乱
の
平
定
せ
し
以
後
の
歌
二
首

じ

ん

し
ん

へ
い
て

い

の

ち

大
君
は
神
に
し
坐
せ
ば
赤
駒
の
匍
匐
ふ
田
居
を
都
と
な
し
つ

お
ほ
き

み

ま

は

ら

ば

た

ゐ

み
や
こ

右
の
一
首
は
、
大
将
軍
贈
右
大
臣
大
伴

卿

の
作

（
巻
十
九
・
四
二
六
〇
）

ぞ
う

う

だ

い

じ

ん

ま
へ
つ
き
み

大
君
は
神
に
し
坐
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
都
と
な
し
つ
作
者
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら
ず

み

づ
と

り

み

ぬ

ま

み
や
こ

（
巻
十
九
・
四
二
六
一
）

右
の
件
の
二
首
は
、
天
平
勝
宝
四
年
二
月
二
日
に
聞
き
て
、
即
ち
茲
に
載
す
。

く
だ
ん

こ
こ

■
三
■

聖
武
天
皇

※
天
皇
と
し
て
は
最
多
の
十
一
首
が
『
万
葉
集
』
に
載
る

天

皇
の
、
酒
を
節
度
使
の
卿

等
に
賜
へ
る
御
歌
一
首

并
せ
て
短
歌

す
め
ら
み
こ
と

み
き

せ

つ

ど

し

ま
へ
つ
き
み
た
ち

食
国
の

遠
の
朝
廷
に

汝
等
の

か
く
罷
り
な
ば

平
け
く

わ
れ
は
遊
ば
む

手
抱
き
て

わ

を
す

く
に

と
ほ

み

か

ど

い
ま

し

ら

ま
か

た
ひ
ら

た

む

だ

れ
は
い
ま
さ
む

天
皇
朕

珍
の
御
手
も
ち

か
き
撫
で
そ

労
ぎ
た
ま
ふ

う
ち
撫
で
そ

労
ぎ
た

す

め

ら

わ
れ

う
づ

み

て

な

ね

ま
ふ

帰
り
来
む
日

相
飲
ま
む
酒
そ

こ
の
豊
御
酒
は

（
巻
六
・
九
七
三
）

と
よ

み

き

反
歌
一
首

大
夫
の
行
く
と
い
ふ
道
そ
お
ほ
ろ
か
に
思
ひ
て
行
く
な
大
夫
の
伴

（
巻
六
・
九
七
四
）

ま
す

ら

を

と
も

右
の
御
歌
は
、
或
は
云
は
く
、
太
上
天
皇
の
御
製
な
り
と
い
へ
り
。

お
ほ
き
す
め
ら
み
こ
と

《
参
考
》

・
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
行
幸
歌

吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
れ
る
歌

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

聞
し
食
す

天
の
下
に

国
は
し
も

さ
は
に
あ
れ
ど
も

山
川
の
清

き

こ

め

あ
め
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き
河
内
と

御
心
を

吉
野
の
国
の

花
散
ら
ふ

秋
津
の
野
辺
に

宮
柱

太
敷
き
ま
せ
ば

も

か

ふ

ち

み

こ
こ

ろ

は

な

ち

へ

ふ

と

し

も
し
き
の

大
宮
人
は

船
並
め
て

朝
川
渡
り

舟
競
ひ

夕
川
渡
る

こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と

ふ

ね

な

ふ
な

き

ほ

な
く

こ
の
山
の

い
や
高
知
ら
す

水
激
つ

滝
の
宮
処
は

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
巻
一
・
三
六
）

み

づ
た
ぎ

た
ぎ

み

や

こ

あ

反
歌

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む

（
巻
一
・
三
七
）

と

こ
な

め

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君

神
な
が
ら

神
さ
び
せ
す
と

吉
野
川

激
つ
河
内
に

高
殿
を

高

た
ぎ

知
り
ま
し
て

登
り
立
ち

国
見
を
せ
せ
ば

た
た
な
は
る

青
垣
山

山
神
の

奉
る
御
調
と

あ

を

か
き

や

ま

や

ま

つ
み

ま

つ

み

つ

き

春
べ
は

花
か
ざ
し
持
ち

秋
立
て
ば

黄
葉
か
ざ
せ
り

〔
一
に
云
ふ
、
黄
葉
か
ざ
し
〕

行
き
沿
ふ

も

み

ち

も

み
ち
ば

ゆ

そ

川
の
神
も

大
御
食
に

仕
へ
奉
る
と

上
つ
瀬
に

鵜
川
を
立
ち

下
つ
瀬
に

小
網
さ
し
渡
す

お

ほ

み

け

つ
か

ま

つ

か
み

う

か

は

し
も

さ

で

山
川
も

依
り
て
仕
ふ
る

神
の
御
代
か
も

（
巻
一
・
三
八
）

よ

反
歌

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
激
つ
河
内
に
船
出
せ
す
か
も

（
巻
一
・
三
九
）

右
は
、
日
本
紀
に
曰
は
く
、
「
三
年
己
丑
の
正
月
、
天
皇
吉
野
の
宮
に
幸
す
。
八
月
吉
野
の
宮
に
幸

き

ち

う

い
で
ま

す
。
四
年
庚
寅
の
二
月
、
吉
野
の
宮
に
幸
す
。
五
月
吉
野
の
宮
に
幸
す
。
五
年
辛
卯
の
正
月
、
吉
野

か

う

い
ん

し
ん

ば

う

の
宮
に
幸
す
。
四
月
吉
野
の
宮
に
幸
す
」
と
い
へ
れ
ば
、
い
ま
だ
詳
ら
か
に
何
月
の
従
駕
に
作
れ
る

歌
な
る
か
を
知
ら
ず
。

・
聖
武
朝
の
行
幸
歌
群
（
巻
六
冒
頭
部
）

養
老
七
年
（
七
二
三
）
※
元
正
天
皇
（
聖
武
天
皇
即
位
前
年
）

養
老
七
年
癸
亥
の
夏
五
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
、
笠
朝
臣
金
村
の
作
れ
る
歌
一
首

や

う
ら

う

き

が

い

よ

し

の

と

つ
み

や

い
で
ま

か

さ

の
あ

そ

み

か

な

む

ら

并
せ
て
短
歌

滝
の
上
の

御
舟
の
山
に

瑞
枝
さ
し

繁
に
生
ひ
た
る

栂
の
樹
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

万
代
に

た
ぎ

へ

み

ふ

ね

み

づ

え

し
じ

お

と
が

き

よ

ろ

づ
よ

か
く
し
知
ら
さ
む

み
吉
野
の

蜻
蛉
の
宮
は

神
柄
か

貴
く
あ
ら
む

国
柄
か

見
が
欲
し
か

あ

き

づ

か
む

か
ら

た
ふ
と

く

に
か
ら

ほ

ら
む

山
川
を

清
み
清
け
み

う
べ
し
神
代
ゆ

定
め
け
ら
し
も

（
巻
六
・
九
〇
七
）

き
よ

さ
や

か

み

よ

反
歌
二
首

毎
年
に
か
く
も
見
て
し
か
み
吉
野
の
清
き
河
内
の
激
つ
白
波

（
巻
六
・
九
〇
八
）

と

し

の
は

か

ふ

ち

た
ぎ

山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
巻
六
・
九
〇
九
）

し

ら

ゆ

ふ

は

な

た
ぎ

た
ぎ

か

ふ

ち

或
る
本
の
反
歌
に
曰
は
く

あ

い

神
柄
か
見
が
欲
し
か
ら
む
み
吉
野
の
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
巻
六
・
九
一
〇
）

か
む

か
ら

ほ

た
ぎ

か

ふ

ち

み
吉
野
の
秋
津
の
川
の
万
代
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
還
り
見
む

（
巻
六
・
九
一
一
）

あ

き

づ

よ

ろ

づ
よ

か

へ

泊
瀬
女
の
造
る
木
綿
花
み
吉
野
の
滝
の
水
沫
に
咲
き
に
け
ら
ず
や

（
巻
六
・
九
一
二
）

は

つ

せ

め

つ
く

ゆ

ふ

は

な

た
ぎ

み

な

わ

車
持
朝
臣
千
年
の
作
れ
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

く

る

ま

も

ち
の
あ

そ

み

ち

と

せ

味
ご
り

あ
や
に
羨
し
く

鳴
る
神
の

音
の
み
聞
き
し

み
吉
野
の

真
木
立
つ
山
ゆ

見
降
せ

う
ま

と
も

ま

き

お
ろ

ば

川
の
瀬
ご
と
に

明
け
来
れ
ば

朝
霧
立
ち

夕
さ
れ
ば

か
は
づ
鳴
く
な
へ

紐
解
か
ぬ

あ

あ

さ
ぎ

り

ひ
も

旅
に
し
あ
れ
ば

吾
の
み
し
て

清
き
川
原
を

見
ら
く
し
惜
し
も

（
巻
六
・
九
一
三
）

わ

か

は

ら
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反
歌
一
首

滝
の
上
の
三
船
の
山
は
畏
け
ど
思
ひ
忘
る
る
時
も
日
も
無
し

（
巻
六
・
九
一
四
）

た
ぎ

へ

か
し
こ

或
る
本
の
反
歌
に
曰
は
く

千
鳥
鳴
く
み
吉
野
川
の
川
音
な
す
止
む
時
な
し
に
思
ほ
ゆ
る
君

（
巻
六
・
九
一
五
）

か

は

と

や

茜
さ
す
日
並
べ
な
く
に
わ
が
恋
は
吉
野
の
川
の
霧
に
立
ち
つ
つ

（
巻
六
・
九
一
六
）

あ
か
ね

ひ

な
ら

右
は
、
年
月
審
ら
か
な
ら
ず
。
た
だ
、
歌
の
類
を
以
ち
て
こ
の
次
に
載
す
。
或
る
本
に
云
は
く
、

つ
ば
ひ

た
ぐ
ひ

も

つ
ぎ
て

の

「
養
老
七
年
五
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
作
る
」
と
い
へ
り
。

神
亀
元
年
（
七
二
四
）

紀
伊
行
幸
歌

山
部
赤
人
（
巻
六
・
九
一
七
～
九
）
・
笠
金
村
（
巻
四
・
五
四
三
～
五
）

神
亀
二
年
（
七
二
五
）

神
亀
二
年
乙
丑
の
夏
五
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
、
笠
朝
臣
金
村
の
作
れ
る
歌
一
首

い
つ
ち

う

と

つ
み

や

并
せ
て
短
歌

あ
し
ひ
き
の

み
山
も
さ
や
に

落
ち
激
つ

吉
野
の
川
の

川
の
瀬
の

清
き
を
見
れ
ば

上
辺

た
ぎ

か

み

へ

に
は

千
鳥
数
鳴
き

下
辺
に
は

か
は
づ
妻
呼
ぶ

も
も
し
き
の

大
宮
人
も

を
ち
こ
ち
に

し
ば

し

も

へ

お

ほ

み

や

び

と

繁
に
し
あ
れ
ば

見
る
ご
と
に

あ
や
に
羨
し
み

玉
葛

絶
ゆ
る
こ
と
無
く

万
代
に

か
く
し

し
じ

と
も

た
ま
か
づ
ら

よ

ろ

づ
よ

も
が
も
と

天
地
の

神
を
そ
祈
る

畏
く
あ
れ
ど
も

（
巻
六
・
九
二
〇
）

あ

め

つ
ち

か
し
こ

反
歌
二
首

万
代
に
見
と
も
飽
か
め
や
み
吉
野
の
激
つ
河
内
の
大
宮
所

（
巻
六
・
九
二
一
）

よ

ろ
づ
よ

あ

た
ぎ

か

ふ

ち

お
ほ
み
や
ど
こ
ろ

皆
人
の
命
も
わ
れ
も
み
吉
野
の
滝
の
常
磐
の
常
な
ら
ぬ
か
も

（
巻
六
・
九
二
二
）

み
な

ひ
と

た
ぎ

と

き

は

つ
ね

山
部
宿
祢
赤
人
の
作
れ
る
歌
二
首
并
せ
て
短
歌

や

ま

べ

の

す

く

ね

あ

か

ひ

と

あ
は

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

高
知
ら
す

吉
野
の
宮
は

畳
づ
く

青
垣
隠
り

川
次
の

清

お

ほ

き

み

た

か

し

た
た
な

あ

を

か
き

ご
も

な
み

き
河
内
そ

春
べ
は

花
咲
き
を
を
り

秋
さ
れ
ば

霧
立
ち
渡
る

そ
の
山
の

い
や
ま
す
ま
す

か

ふ

ち

き
り

に

こ
の
川
の

絶
ゆ
る
こ
と
無
く

も
も
し
き
の

大
宮
人
は

常
に
通
は
む
（
巻
六
・
九
二
三
）

お

ほ

み

や

び

と

つ
ね

か
よ

反
歌
二
首

み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
く
鳥
の
声
か
も

（
巻
六
・
九
二
四
）

き

さ
や
ま

ま

こ

ぬ

れ

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ぬ
れ
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
鳴
く

（
巻
六
・
九
二
五
）

よ

ふ

ひ

さ

き

お

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
は

み
吉
野
の

秋
津
の
小
野
の

野
の
上
に
は

跡
見
す
ゑ
置
き
て

あ

き

づ

を

の

へ

と

み

み
山
に
は

射
目
立
て
渡
し

朝
猟
に

鹿
猪
履
み
起
し

夕
狩
に

鳥
踏
み
立
て

馬
並
め
て

い

め

あ

さ

か
り

し

し

ふ

お
こ

ゆ

ふ

か
り

ふ

な

御
猟
そ
立
た
す

春
の
茂
野
に

（
巻
六
・
九
二
六
）

み

か

り

た

し

げ

の

反
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
に
も
野
に
も
御
猟
人
得
物
矢
手
挟
み
散
動
き
た
り
見
ゆ

（
巻
六
・
九
二
七
）

み

か

り

び

と

さ

つ

や

た

ば

さ

さ

わ

右
は
、
先
後
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
た
だ
便
を
も
ち
て
の
故
に
、
こ
の
次
に
載
す
。

つ
ば
ひ

た
よ
り

つ
ぎ
て

難
波
行
幸
歌

笠
金
村
（
巻
六
・
九
二
八
～
三
〇
）
・
車
持
千
年
（
巻
六
・
九
三
一
・
九
三
二
）
・
山
部
赤

人
（
巻
六
・
九
三
三
、
九
三
四
）

神
亀
三
年
（
七
二
六
）

播
磨
行
幸
歌

笠
金
村
（
巻
六
・
九
三
五
～
七
）
・
山
部
赤
人
（
巻
六
・
九
三
八
～
四
一
）
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神
亀
五
年
（
七
二
八
）

難
波
行
幸
歌

笠
金
村
之
歌
中
出
（
巻
六
・
九
五
〇
～
三
）

天
平
六
年
（
七
三
四
）

難
波
行
幸
歌

船
王
・
守
部
王
・
山
部
赤
人
・
安
倍
豊
継
（
巻
六
・
九
九
七
～
一
〇
〇
二
）

天
平
八
年
（
七
三
六
）

八
年
丙
子
の
夏
六
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
、
山
部
宿
祢
赤
人
の
、
詔

に
応
へ
て
作

へ

い

し

と

つ
み

や

い
で
ま

み
こ
と
の
り

れ
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

見
し
た
ま
ふ

吉
野
の
宮
は

山
高
み

雲
そ
た
な
引
く

川
速
み

め

瀬
の
音
そ
清
き

神
さ
び
て

見
れ
ば
貴
く

宜
し
な
へ

見
れ
ば
清
け
し

こ
の
山
の

尽
き
ば

と

か
む

よ
ろ

さ
や

の
み
こ
そ

こ
の
川
の

絶
え
ば
の
み
こ
そ

も
も
し
き
の

大
宮
所

止
む
時
も
あ
ら
め

お
ほ
み
や
ど
こ
ろ

や

（
巻
六
・
一
〇
〇
五
）

反
歌
一
首

神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
山
川
を
よ
み

（
巻
六
・
一
〇
〇
六
）

が
よ

た

か

し

天
平
一
二
年
（
七
四
〇
）

伊
勢
行
幸
時
の
歌

大
伴
家
持
・
聖
武
天
皇
ら
（
巻
六
・
一
〇
二
九
～
三
六
）

・
大
伴
旅
人
の
吉
野
歌
（
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
）

暮
春
の
月
に
芳
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
、
中
納
言
大
伴

卿

の

勅

を

奉

り
て
作
れ
る
歌

よ

し

の

と

つ
み

や

い
で
ま

お
ほ
と
も
の
ま
へ
つ
き
み

み
こ
と
の
り

う
け
た
ま
は

一
首
并
せ
て
短
歌
、
い
ま
だ
奉
上
を
経
ざ
る
歌

み
吉
野
の

芳
野
の
宮
は

山
柄
し

貴
く
あ
ら
し

川
柄
し

清
け
く
あ
ら
し

天
地
と

長
く

よ

し

の

よ

し

の

や

ま

か
ら

た
ふ
と

か

は

か
ら

さ
や

あ

め

つ
ち

久
し
く

万
代
に

変
ら
ず
あ
ら
む

行
幸
の
宮

（
巻
三
・
三
一
五
）

よ

ろ

づ
よ

い
で

ま

し

み
や

反
歌

昔
見
し
象
の
小
河
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
清
け
く
な
り
に
け
る
か
も

（
巻
三
・
三
一
六
）

き
さ

を

が

は

さ
や

・
大
伴
家
持
の
吉
野
儲
作
歌
（
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
）

吉
野
の
離
宮
に
幸
行
さ
む
時
の
為
に
、
儲
け
て
作
れ
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

よ

し

の

と

つ
み

や

い

で

ま

ま

高
御
座

天
の
日
嗣
と

天
の
下

知
ら
し
め
し
け
る

皇
祖
の

神
の
命
の

畏
く
も

始
め
給

た

か

み

く

ら

あ
ま

ひ

つ

ぎ

あ
め

す

め

ろ

き

み
こ
と

か
し
こ

た
ま

ひ
て

貴
く
も

定
め
給
へ
る

み
吉
野
の

こ
の
大
宮
に

あ
り
通
ひ

見
し
給
ふ
ら
し

物
部
の

た
ふ
と

が
よ

め

も

の
の
ふ

八
十
伴
の
緒
も

己
が
負
へ
る

己
が
名
負
ふ
負
ふ

大
君
の

任
の
任
く
任
く

こ
の
川
の

絶
ゆ

や

そ

と
も

を

お

の

お

な

お

ま
け

ま

る
こ
と
な
く

こ
の
山
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

か
く
し
こ
そ

仕
へ
奉
ら
め

い
や
永
遠
に

ま

つ

と
ほ

な

が

（
巻
十
八
・
四
〇
九
八
）

古

を
思
ほ
す
ら
し
も
わ
ご
大
君
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す

（
巻
十
八
・
四
〇
九
九
）

い
に
し
へ

お
ほ

き

み

が
よ

め

物
部
の
八
十
氏
人
も
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
見
む

（
巻
十
八
・
四
一
〇
〇
）

も

の
の
ふ

や

そ

う
ぢ

※
『
万
葉
集
』
は
原
則
と
し
て
「
万
葉
百
科
」https://m

anyo-hyakka.pref.nara.jp/

に
拠
り
、
『
日
本
書
紀
』
は
原
則
と
し
て
小
島

憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４

日
本
書
紀
③
』
（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。
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『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
と
天
武
天
皇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館 

主
任
研
究
員 

阪
口
由
佳 

  
 

 

１ 

『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
と
天
武
天
皇 

 

＊
『
古
事
記
』
…
七
一
二
年
成
立
。
天
武
天
皇
の
命
で
稗
田
阿
礼

ひ

え

だ

の

あ

れ

が
誦

習

し
ょ
う
し
ゅ
う

、（
約
30
年
後
）

元
明
天
皇
の
命
で
太
安
万
侶

お
お
の
や
す
ま
ろ

が
筆
録
（
序
文
に
よ
る
）
。
上
巻
は
神
話
、
中
巻
は
神
武
天
皇

～
応
神
天
皇
、
下
巻
は
仁
徳
天
皇
～
推
古
天
皇
の
三
巻
構
成
。
＊
誦
習
＝
暗
誦
／
訓
読 

 

＊
34
代
舒
明
天
皇
（
天
武
の
父
）
以
降
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

→
古
事
記
の
本
文
に
天
武
天
皇
の
治
世
は
記
さ
れ
な
い
。 

 

＊
『
日
本
書
紀
』
…
七
二
〇
年
成
立
。
天
武
十
年
（
六
八
一
年
）
の
詔
が
編
纂
の
は
じ
ま
り

と
見
ら
れ
て
い
る
（
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
）
。
元
正
天
皇
の
と
き
、
天
武
天
皇
の
皇
子
・
舎

人
親
王
が
献
上
（
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
）
。
全
三
十
巻
。
神
話
か
ら
41
代
持
統
天
皇
ま
で
。 

 

■
日
本
書
紀 

三
十
巻 

一
神
代
上 

二
神
代
下 

三
神
武 

四
綏
靖
～
開
化 

五
崇
神 
六
垂
仁 

七
景
行
・
成

務 

八
仲
哀 

九
神
功 

十
応
神 

十
一
仁
徳 

十
二
履
中
・
反
正 
十
三
允
恭
・
安
康 

十
四
雄
略 

十
五
清
寧
・
顕
宗
・
仁
賢 

十
六
武
烈 

十
七
継
体 

十
八
安
閑
・
宣
化 

十

九
欽
明 

二
十
敏
達 

二
十
一
用
明
・
崇
峻 

二
十
二
推
古 

二
十
三
舒
明 
二
十
四
皇

極 

二
十
五
孝
徳 

二
十
六
斉
明 

二
十
七
天
智 

二
十
八
天
武
上 

二
十
九
天
武
下 

三
十
持
統 

 

→
天
武
天
皇
の
み
二
巻
に
わ
た
っ
て
事
績
が
収
め
ら
れ
る
。 

  
 

 

２ 

『
古
事
記
』
の
中
の
天
武
天
皇 

―
革
新
と
伝
統
― 

 

古
事
記
序
文
…
四
六

し

ろ

く

駢
儷

べ
ん
れ
い

文ぶ
ん 

「
進
五
経
正
義
表
」
「
進
律
疏
義
表
」
な
ど
を
利
用 

 
 

 
 
 

第
一
段
：
あ
ら
す
じ 

第
二
段
：
天
武
天
皇 

第
三
段
：
元
明
天
皇 

 

■
古
事
記
序
文 

第
二
段 

天
武
天
皇 

 

（
１
）
即
位
前
の
天
武
（
壬
申
の
乱
） 

 

飛
鳥

あ
す
か
の

清

原

き
よ
み
は
ら
の

大
宮

お
ほ
み
や

に
大
八
洲

お

ほ

や

し

ま

を
御を

さ

め
た
ま
ひ
し
天

皇

す
め
ら
み
こ
と

の
御
世
に
曁い

た

り
て
、（
中
略
）
旗
を

絳あ
か

く
し

兵
つ
は
も
の

を
耀

か
か
や

か
し
て
、
凶あ

し
き

徒
と
も
が
ら

瓦
の
ご
と
く
解
け
き
。
未
だ

浹

辰

い
く
ば
く
の
と
き

を
移
さ
ず

し
て
、
気
沴

わ
ざ
は
ひ

自
お
の
づ
か

ら
清し

づ

ま
り
ぬ
。
乃

す
な
は

ち
、
牛
を
放
ち
馬
を
息い

こ

へ
、
愷

よ
ろ
こ

び
悌や

す

ま
り
て
華
夏

み

や

こ

に

帰
り
ま
し
き
。
旌は

た

を
巻
き
戈ほ

こ

を
戢お

さ

め
、
儛
ひ
詠
ひ
て
都
邑

み

や

こ

に
停と

ど

ま
り
ま
し
き
。 
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（
２
）
天
武
天
皇
の
事
績 

 

点
線
は
漢
籍
の
利
用
部
分 

 

❶
歳
大
梁

ほ

し

と

り

に
次や

ど

り
（
673
年
）
、
月
侠
鍾

き

さ

ら

ぎ

に
踵あ

た

り
て
（
2
月
）
、
清

原

大
宮

き
よ
み
は
ら
の
お
ほ
み
や

に
し
て
、
昇
り

て
天あ

ま

つ
位

く
ら
ゐ

に
即つ

き
ま
し
き
。
❷
道
は
軒
の
后
（
黄
帝
）
に
軼す

ぎ
ま
し
、

徳
う
つ
く
し
び

は
周し

う

の
王き

み

（
周
王
）
に

跨
あ
ふ
づ
く

み
ま
し
き
。
❸
乾
符

あ
ま
つ
し
る
し

を
握と

り
て
六
合

あ
め
の
し
た

を
摠す

べ
た
ま
ひ
、
天
統

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

を
得
て

八
荒

や
も
の
き
は
み

を
包か

ね
た
ま
ひ
き
。
❹
二
つ
の
気

け
は
ひ

の
正
し
き
に
乗
り
ま
し
、
五
つ
の
行

め
ぐ
り

の

序
つ
ぎ
て

を

斉
と
と
の

へ
た
ま
ひ
き
。
❺
神あ

や

し
き

理
こ
と
わ
り

を
設ま

う

け
て
俗よ

に
奨す

す

め
た
ま
ひ
、
英す

ぐ

れ
た
る
風

を
し
へ

を
敷し

き

て
国
に
弘ひ

ろ

め
た
ま
ひ
き
。
❻
重

加

し
か
の
み
に
あ
ら

ず
、
智
の
海
は
浩
汗

お

ぎ

ろ

に
し
て
、
潭ふ

か

く
上
古
を
探
り
た

ま
ひ
き
。
心
の
鏡
は
煒
煌

あ
き
ら
け

く
し
て
、
明

あ
き
ら

け
く
先
代

さ
き
つ
よ

を
覩み

た
ま
ひ
き
。 

→
❺
新
し
い
制
度
を
整
え
る
／
❻
遡
り
う
る
最
古
ま
で
見
届
け
る 

 

（
３
）
天
武
天
皇
の
詔 

 

是こ
こ

に
、
天
皇
の

詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
、
「
朕わ

れ

聞
く
、
諸
の
家
の
齎も

て
る

帝

紀

す
め
ろ
き
の
ふ
み

と

本

辞

さ
き
つ
よ
の
こ
と
ば

と
、
既
に
正
實

ま

こ

と

に
違た

が

ひ
、
多
く
虚
僞

い
つ
は
り

を
加
へ
た
り
。
今
の
時
に
當あ

た

り
て
其そ

の

失
あ
や
ま
り

を
改
め

ず
は
、
幾い

く

ば
く
の
年
も
経
ず
し
て
其
の
旨む

ね

滅ほ
ろ

び
な
む
と
欲す

。
斯こ

れ

乃
す
な
は

ち
、
邦
家

み

か

ど

の
経
緯

た
て
ぬ
き

に
し
て
、
王
化

お
も
ぶ
け

の
鴻

基

お
ほ
き
も
と
ゐ

な
り
。
故

惟
お
も
ひ

み
れ
ば
、

帝

紀

す
め
ろ
き
の
ふ
み

を
撰え

ら

ひ
録し

る

し
、
旧
辞

ふ
る
こ
と

を
討た

づ

ね

覈き
は

め
、

偽
い
つ
は
り

を
削け

づ

り

実
ま
こ
と

を
定
め
て
、
後
葉

の
ち
の
よ

に
流つ

た

へ
む
と
欲お

も

ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。 

 

時
に
舎
人

と

ね

り

有
り
。
姓う

ぢ

は
稗
田

ひ

え

だ

、
名
は
阿
礼
、
年
は
是こ

れ

廿

八

は
た
ち
あ
ま
り
や
つ

。
為

人

ひ
と
と
な
り

聡と

く
明さ

と

く
し

て
、
目
を
度わ

た

れ
ば
口
に
誦よ

み
、
耳
に
払ふ

る
れ
ば
心
に
勒し

る

す
。
即
ち
、
阿
礼
に
勅

語

み
こ
と
の
り

し

て
、
帝
皇
日
継

す
め
ろ
き
の
ひ
つ
ぎ

と
先
代
旧
辞

さ
き
つ
よ
の
ふ
る
こ
と

と
を
誦よ

み
習な

ら

は
し
め
た
ま
ひ
き
。
然
れ
ど
も
、
運と

き

移
り
世よ

異か
は

り
て
、
未
だ
其そ

の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
。 

 

⑴ 

帝
紀
（
帝
皇
日
継
）
＝
系
譜 

 
 

旧
辞
（
本
辞
、
先
代
旧
辞
）
＝
神
話
・
伝
承 

⑵ 

帝
紀
（
帝
皇
日
継
）
＝
天
皇
の
記
録
（
系
譜
・
伝
承
） 

中
・
下
巻 

 
 

旧
辞
（
本
辞
、
先
代
旧
辞
）
＝
神
話 

 
 

 
 

 
 
 

上
巻 

 

■
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
（
三
省
堂 

一
九
七
三
年
） 

❹
❺
に
つ
い
て 

一
見
漢
籍
の
成
句
の
や
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
天
武
天
皇
の
御
政
事
の
具
体
的

事
実
に
基
づ
い
て
述
べ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
天
武
紀
四
年
四
月
癸
未

の
上
を
見
る
と
…
風
神
祭
と
大
忌
祭
と
は
、
風
水
の
災
害
を
蒙
る
こ
と
な
く
年
穀
が
豊
熟

す
る
の
を
祈
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
皇
が
こ
の
両
祭
を
殆
ど
毎
年
執
り
行
は
せ
ら
れ
た
事

は
、
畢
竟
す
る
に
「
乗
二
氣
之
正
、
齊
五
行
之
序
」
へ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
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の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
漢
文
の
潤
色
で
は
な
く
、
か
や
う
な
具
体
的
事
実

に
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

■
金
井
清
一
「
３ 
和
銅
五
年
の
天
武
天
皇
」
（
『
古
事
記
編
纂
の
論
』
花
鳥
社 

二
〇
二

二
年
、
初
出
『
古
事
記
年
報
』
46
号 

二
〇
〇
四
年
） 

壬
申
の
乱
と
そ
の
勝
利
の
栄
光
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
続
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
始
祖

王
の
偉
大
性
讃
美
の
表
現
と
し
て
の
輝
き
を
見
せ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
「
二
気
・
五

行
」
の
運
用
は
天
武
朝
の
実
際
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
「
神
理
を
設
け
」
は
神
祇
の
制
度
整

備
、
「
俗
を
奨
め
」
は
官
制
・
法
制
の
創
設
な
ど
の
抽
象
的
表
現
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
か
く
し
て
新
し
い
国
家
建
設
が
成
っ
た
後
は
、
己
が
権
力
の
基
盤
を
堅
固
た
ら
し
む

べ
く
史
書
の
編
修
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。 

→
日
本
書
紀
の
歴
史
と
の
重
な
り 

触
れ
な
い
点
は
意
図
的
か
ど
う
か 

  
 

３ 

『
日
本
書
紀
』
の
中
の
天
武
天
皇 

―
国
家
的
神
祇
祭
祀
と
仏
教
制
度
― 

 

■
巻
二
十
七 

天
智
天
皇
十
年
671

十
月
十
九
日
条 

壬
午
に
、
東
宮
、
天
皇
に
見ま

み

え
、
吉
野
に
之ま

か

り
て
修
行
仏
道

お

こ

な

ひ

せ
む
と
請こ

ひ
た
ま
ふ
。
天

皇
、
許
し
た
ま
ふ
。
東
宮
即
ち
吉
野
に
入
り
た
ま
ふ
。 

 

■
巻
二
十
八 

天
武
天
皇
上
（
壬
申
紀
） 

・
癸
未
（
十
月
二
十
日
）
に
、
吉
野
に
至
り
て
居お

は

し
ま
す
。
是
の
時
に
、
諸
の
舎
人
を
集
へ

て
謂か

た

り
て
曰
は
く
、「
我
、
今
し
入
道
修
行

お

こ

な

ひ

せ
む
と
す
。
故
、
随
ひ
て
修
道
せ
む
と
欲
ふ
者

は
留
ま
れ
。
若
し
仕
え
て
名
を
成
さ
む
と
欲
ふ
者
は
、
還
り
て
司
に
仕
へ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。 

 

・
丙
戌
（
元
年
672

六
月
二
十
六
日
）
に
、

旦
あ
し
た

に
、
朝

明

郡

あ
さ
け
の
こ
ほ
り

の
迹と

太ほ

川
辺

か
わ
の
へ

に
、
天
照
太
神

を

望
た
よ
せ
に

拝お
が

み
た
ま
ふ
。 

 

＊
「
安
斗
智
徳

あ

と

の

ち

と

こ

日
記
」
に
類
似
記
述
あ
り 

・
此
の
夜
（
元
年
六
月
二
十
七
日
）
、
雷
電

い
か
づ
ち

な
り
雨
ふ
る
こ
と
甚
し
。
天
皇
祈う

け

ひ
て
曰
は
く
、

「
天

神

地

祇

あ
ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

、
朕わ

れ

を
扶た

す

け
た
ま
は
ば
、
雷
な
り
雨
ふ
る
こ
と
息や

め
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

言
ひ
訖
り
て
即
ち
雷
な
り
雨
ふ
る
こ
と
止
み
ぬ
。 

・
（
元
年
七
月
六
日
）
爰こ

こ

に

将

軍

い
く
さ
の
き
み

多
臣
品
治

お
ほ
の
お
み
ほ
む
ぢ

遮
へ
て
、
精
兵

と
き
い
く
さ

を
以
ち
て
追
撃
つ
。
小

隅
、
独
り
免
れ
て
走
げ
ぬ
。
以
後
、
遂
に
復
来
ら
ず
。 

＊
太
安
万
侶
の
父
か
。 

 

→
『
日
本
書
紀
』
で
は
近
江
朝
を
「
悪
」
と
は
記
さ
な
い
。
『
古
事
記
』
序
文
で
安
万
侶

が
勝
手
に
書
い
た
の
で
も
な
い
。
対
象
の
違
い
＝
日
本
書
紀
は
国
家
、
古
事
記
は
天
皇 
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■
巻
二
十
九 

天
武
天
皇
二
年
673 

二
月
の
丁
巳
の
朔
に
し
て
癸
未
（
二
十
七
日
）
に
、
天
皇
、
有
司

つ

か

さ

に

命
み
こ
と
お
ほ

せ
て
壇

場

た
か
み
く
ら

を

設
け
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に

即

帝

位

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
し
ら
し
め

す
。 

（
三
月
）
是
の
月
に
、
書
生
を
聚
へ
て
、
始
め
て
一
切
経
を
川
原
寺
に
写
さ
し
む
。 

夏
四
月
の
丙
辰
の
朔
に
し
て
己
巳
（
十
四
日
）
に
、
大
来
皇
女

お
ほ
く
の
ひ
め
み
こ

を
天
照
大
神
宮
に
遣
侍

は
べ
ら
し

め

む
と
し
て
、
泊
瀬
斎
宮
に
居は

べ

ら
し
む
。
是こ

は
先ま

づ
身
を
潔さ

や

め
て
、

稍
や
く
や
く

に
神
に
近
づ
く
所

な
り
。 

 

■
巻
二
十
九 

天
武
天
皇
四
年
675

四
月 

癸
未
（
十
日
）
に
、
小
紫
美
濃
王
・
小
錦
下
佐
伯
連
広
足
を
遣
し
て
、
風
神
を
龍
田
の
立

野
に
祠
ら
し
む
。
小
錦
中
間
人
連
大
蓋
・
大
山
中
曾
禰
連
韓
犬
を
遣
し
て
、
大
忌
神
を
広

瀬
の
河
曲

か

わ

わ

に
祭
ら
し
む
。 

 

＊
以
後
、
四
月
七
月
の
定
例
祭
祀
と
な
る
。
（
国
家
的
） 

 

■
巻
二
十
九 

天
武
天
皇
五
年
676 

是
の
夏
に
、
大
き
に
旱

ひ
で
り

す
。
使
を
四
方
に
遣
し
て
、
幣
帛
を
捧
げ
て
、
諸
の
神
祇
に
祈

ら
し
む
。
亦ま

た

、
諸
の
僧
尼
を
請
せ
て
、
三
宝
に
祈
ら
し
む
。
然
れ
ど
も
雨
ふ
ら
ず
。
是
に

由
り
て
、
五
穀
登み

の

ら
ず
。
百
姓
飢
う
。 

 

■
巻
二
十
九 

天
武
天
皇
十
年
681 

（
正
月
二
日
）
に
、
幣
帛
を
諸
の
神
祇
に

頒
あ
か
ち
ま
だ

す
。 

（
十
九
日
）
畿
内
と
諸
国
に
詔
し
て
、
天
社
地
社
の
神
の
宮
を
修

理

を
さ
め
つ
く

ら
し
む
。 

（
二
月
二
十
五
日
）
天
皇
・
皇
后
、
共
に
大
極
殿
に
居お

は

し
ま
し
て
、
親
王
・
諸
王
と
諸
臣

を
喚め

し
て
、
詔
し
て
曰
は
く
、
「
朕
、
今
し
更
律
令
を
定
め
、
法
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
。

故か
れ

、
倶と

も

に
是
の
事
を
修
め
よ
。
然
れ
ど
も
、
頓

に
は
か

に
是
の

務
ま
つ
り
ご
と

を
就な

さ
ば
、
公
事
闕か

く

る
こ

と
有
ら
む
。
人
を
分
け
て
行
ふ
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。 

 

是
の
日
に
、
草
壁
皇
子
尊
を
立
て
て
、
皇
太
子
と
し
た
ま
ふ
。
因
り
て
万
機
を

摂
ふ
さ
ね
を
さ

め
し
め
た
ま
ふ
。 

★
（
三
月
十
七
日
）
天
皇
、
大
極
殿
に
御
し
て
、
川
嶋
皇
子
・
忍
壁

お
さ
か
べ

皇
子
・
広
瀬
王
・
竹
田

王
・
桑
田
王
・
三
野
王
・
大
錦
下

だ

い

き

む

げ

上
毛
野
君

か
み
つ
け
の
の
き
み

三
千

み

ち

ぢ

・
小
錦
中
忌
部
連

い
む
べ
の
む
ら
じ

首
お
び
と

・
小
錦
下
阿
曇
連

あ
づ
み
の
む
ら
じ

稲
敷

い
な
し
き

・
難
波
連

な
に
は
の
む
ら
じ

大
形

お
ほ
か
た

・
大
山
上

だ
い
せ
ん
じ
や
う

中
臣
連

な
か
と
み
の
む
ら
じ

大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣

へ
ぐ
り
の
お
み

子
首

こ

び

と

に

詔
み
こ
と
の
り

し
て
、
帝
紀

と
上
古
の
諸
事
を
記
し
定
め
し
め
た
ま
ふ
。
大
嶋
・
子
首
、
親

み
づ
か

ら
筆
を
執
り
て
以
ち
て
録し

る

す
。 
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■
巻
二
十
九 

天
武
天
皇 

朱
鳥
元
年
686 

是
の
月
（
七
月
）
に
、
諸
王
臣
等
、
天
皇
の
為
に
、
観
世
音
像
を
造
り
、
則
ち
観
世
音
経

を
大
官
大
寺
に
説
か
し
む
。
八
月
の
己
巳
の
朔
に
、
天
皇
の
為
に
、
八
十
の
僧
を
度

い
へ
で

せ

し
む
。
庚
午
（
二
日
）
に
、
僧
尼
并
せ
て
一
百
を
度
せ
し
む
。
因
り
て
、
百
の
菩
薩
を
宮

中
に
坐
ゑ
て
、
観
世
音
経
二
百
巻
を
読
ま
し
む
。
丁
丑
（
九
日
）
に
、
天
皇
体
不
予

み

や

ま

ひ

し
た

ま
ふ
が
為
に
、
神
祇
に
祈
る
。 

  
 

 

４ 

元
明
朝
の
『
古
事
記
』
成
立 

 

■
古
事
記
序
文 

第
三
段 

元
明
天
皇 

 

（
１
）
元
明
天
皇
の
事
績 

 

①
伏ふ

し
て
皇
帝
陛
下

す

め

ら

み

こ

と

を
惟

お
も
ひ

み
れ
ば
、
一
つ
を
得
て
光
宅

み

ち

を

り
、
三
つ
に
通わ

た

り
て
亭
育

や

し

な

ひ

た
ま
ふ
。
②
紫
宸

お
ほ
み
や

に
御い

ま

し
て

徳
う
つ
く
し
び

馬

蹄

う
ま
の
つ
め

の
極
ま
る
所
を
被お

ほ

ひ
た
ま
ふ
。
③
玄
扈

み
あ
ら
か

に
坐い

ま

し

て

化
お
も
ぶ
け

船
頭

ふ
な
の
へ

を
逮お

よ

ぶ
所
を
照て

ら

し
た
ま
ふ
。
④
日
浮う

か

び
て
暉

ひ
か
り

を
重
ね
、
雲く

も

散ち

り
て

烟
け
ぶ
り

に
非あ

ら

ず
。
⑤
柯え

だ

を
連つ

ら

ね
穂ほ

を
并あ

は

す
る
瑞

し
る
し

、

史
ふ
み
ひ
と

書し
る

す
こ
と
を
絶た

た
ず
。
⑥

烽
と
ぶ
ひ

を
列つ

ら

ね
訳を

さ

を
重か

さ

ぬ
る
貢

み
つ
ぎ

、

府
み
く
ら

空む
な

し
き
月つ

き

無
し
。
⑦
名
は
文
命
（
禹
王
）
よ
り
も
高
く
、
徳
は
天て

に

乙い
ち

（
湯

王
）
よ
り
も
冠ま

さ

れ
り
と
謂
ひ
つ
べ
し
。 

 

＊
ほ
ぼ
漢
籍
の
引
用
。 

 

（
２
）
元
明
天
皇
の
詔 

 

焉こ
こ

に
、
旧
辞

ふ
る
こ
と

誤
あ
や
ま

り
忤た

が

へ
る
を
惜を

し
み
、

先

紀

さ
き
つ
よ
の
ふ
み

の

謬
あ
や
ま

り
錯た

が

へ
る
を
正
さ
む
と
し
て
、

和
銅
四
年
711

九
月
十
八
日
を
以も

ち

て
、
臣
安
万
侶

や
つ
こ
や
す
ま
ろ

に

詔
の
り
た
ま

は
く
、
「
稗
田
阿
礼
が
所
誦

よ

め
る

勅

語

み
こ
と
の
り

の
旧
辞

ふ
る
こ
と

を
撰え

ら

ひ
録し

る

し
て
献
上

た
て
ま
つ

れ
」
と
の
り
た
ま
へ
ば
、

謹
つ
つ
し

み
て
詔

旨

み
こ
と
の
り

の

随
ま
に
ま

に
、

子
細

こ
ま
や
か

に
採と

り
摭ひ

り

ひ
つ
。 

→
旧
辞
（
神
話
）
の
選
定 

古
事
記
は
異
伝
を
も
た
な
い 

 

（
３
）
太
安
万
侶
に
よ
る
完
成 

（
音
訓
を
交
ぜ
て
用
い
、
あ
る
と
き
は
訓
の
み
で
書
き
、
わ
か
り
に
く
い
と
き
は
注
を
付
す
） 

亦ま
た

、
姓う

ぢ

に
於お

き

て
日
下

に

ち

げ

を
ば
、
玖
沙
訶

く

さ

か

と
謂
ひ
、
名
に
於お

き

て
帯
の
字も

じ

を
ば
、
多
羅
斯

た

ら

し

と
謂
ふ
。

如
此

か

く

あ
る
類

た
ぐ
ひ

は
、
本も

と

の
随

ま
に
ま

に

改
あ
ら
た

め
ず
。
→
文
字
資
料
が
あ
っ
た 

 

大
抵

お
ほ
か
た

記し
る

せ
る

所
と
こ
ろ

は
、
天
地

あ
め
つ
ち

の
開
闢

ひ

ら

け
し
よ
り
始
め
て
小
治
田

を

は

り

だ

の
御
世

み

よ

に
訖を

は

る
。
故か

れ

、

天
御
中
主
神

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

よ
り
以
下

し

も

、
日ひ

子こ

波な
ぎ

限さ

建た
け

鵜う 

草か
や

葺ふ
き

不
合

あ

へ

ず

尊
の
み
こ
と

よ
り
以
前

さ

き

を
ば
、
上か

み

つ
巻ま

き

と
為し

、

神
倭
伊
波
礼
毘
古
天
皇

か
む
や
ま
と
い
は
れ
び
こ
の
す
め
ら
み
こ
と

よ
り
以
下

し

も

、
品
陀

ほ

む

だ

の
御
世

み

よ

よ
り
以
前

さ

き

を
ば
、
中な

か

つ
巻ま

き

と
為し

、

大

雀

皇

帝

お
ほ
さ
ざ
き
の
す
め
ら
み
こ
と

よ
り
以
下

し

も

、
小
治
田
大
宮

を
は
り
だ
の
お
ほ
み
や

よ
り
以
前

さ

き

を
ば
、
下し

も

つ
巻ま

き

と
為す

。
并あ

は

せ
て
三
巻

み

ま

き

を

録し
る

し
て
、
謹

つ
つ
し

み
て
献
上

た
て
ま
つ

る
。
臣
安
万
侶

や
つ
こ
や
す
ま
ろ

、
誠

ま
こ
と

に
惶お

そ

り
誠
に
恐

か
し
こ

み
、
頓
々
首
々

ぬ
か
つ
き
ま
を
す

。 

 
 

和
銅
五
年
712

正
月
二
十
八
日 

 
 
 
 

 
 

 

正
五
位
上
勲
五
等
太
朝
臣
安
万
侶 
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５ 

元
正
朝
の
『
日
本
書
紀
』
成
立 

 

■
『
続
日
本
紀
』 

養
老
四
年
（
七
二
〇
）
五
月 

こ
れ
よ
り
先
、
一
品
舎
人

と

ね

り

親
王
、
勅
を

奉
う
け
た
ま
は

り
て
、
日
本
紀
を
修た

だ

す
。
こ
こ
に
至
り
て
功
成

り
て
奏
上
す
。
紀
三
十
巻
、
系
図
一
巻
。 

 

■
草
壁
皇
子
か
ら
聖
武
天
皇
へ 

 

＊
元
明
・
元
正
に
よ
る
記
紀
完
成 

 
 

 
 

40
天
武 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

草
壁
皇
子 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

―
41
持
統 

 
 

42
文
武 

 
 

45
聖
武 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

44
元
正 

―
38
天
智 

 
 

 

43
元
明 

 
 

 
 
 

―
（
39
大
友
皇
子
） 

 

六
七
一
年
十
二
月 

天
智
天
皇
崩
御 

六
七
二
年 

 
 
 

壬
申
の
乱 

六
七
三
年
二
月 

 

天
武
天
皇
即
位 

六
八
一
年
二
月 

 

律
令
を
定
め
る 

 
 

 
 
 

 
 
 

草
壁
皇
子
立
太
子 

 
 

 
 

三
月 

＊
帝
紀
・
上
古
諸
事 

六
八
六
年
九
月 

 

天
武
天
皇
崩
御 

六
八
九
年
二
月 

 

草
壁
皇
子
薨
去 

 
*

柿
本
人
麻
呂
に
よ
る
天
武
神
話 

六
九
〇
年
一
月 

 

持
統
天
皇
即
位 

六
九
七
年
八
月 

 

文
武
天
皇
即
位 

七
〇
七
年
六
月 

 

文
武
天
皇
崩
御 

 

七
〇
七
年
七
月 
 
元
明
天
皇
即
位 

 
 

 
 
 

 
 

（
聖
武
は
七
歳
） 

七
一
〇
年
三
月 

 

平
城
京
遷
都 

七
一
一
年
九
月 

 

古
事
記
撰
録
の
命 

七
一
二
年
一
月 

 

古
事
記
完
成 

七
一
三
年
五
月 

 

風
土
記
撰
進
の
命 

七
一
四
年
六
月 

 

聖
武
天
皇
元
服 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
立
太
子
） 

七
一
五
年
九
月 

 

元
正
天
皇
即
位 

七
一
八
年 

 
 
 

養
老
律
令 

七
二
〇
年
五
月 

 

日
本
書
紀
完
成 

七
二
四
年
二
月 

 

聖
武
天
皇
即
位

皇
祖
神
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
に
つ
な
が
る
天
皇
の
歴
史
を
明
確
に
し
、
次
世
代
の
基
盤
と
す
る 

 
 
 
 

 
 

旧
辞
・
上
古
諸
事 

 
 

 

帝
紀 

 
 

 
 
 

 

王
化
の
鴻
基 

 *

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
っ
た
。 



無断転載・コピー・再配布はご遠慮ください 

1 

 

 
聖
武
天
皇
と
皇
統
意
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館 

主
任
研
究
員 

中
本
和 

 

は
じ
め
に 

■
聖
武
天
皇
（
生
没
年
：
七
〇
一
～
七
五
六
、
在
位
：
七
二
四
～
七
四
九
）
と
は 

 
 

文
武
天
皇
と
皇
太
夫
人
藤
原
宮
子
の
長
男
。
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の
曾
孫
で
あ
り
、

草
壁
皇
子
と
元
明
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
。
諱
は
首
。 

慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
の
父
が
崩
御
し
た
時
点
で
七
歳
と
幼
年
で
あ
っ
た
た
め
、
祖
母

元
明
天
皇
が
即
位
。
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
に
元
服
し
皇
太
子
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
の
元
明
天
皇
の
譲
位
の
際
、
首
親
王
の
即
位
は
先
延
ば
し
に
さ

れ
、
伯
母
の
氷
高
内
親
王
（
元
正
天
皇
）
が
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
し
た
。
そ
の
後
、
神

亀
元
年
（
七
二
四
）
の
元
正
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
し
た
。 

 

一 

天
武
天
皇
の
皇
統 

 

壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た
大
海
人
皇
子
が
、
天
武
二
年
（
六
七
三
）
に
即
位
（
天
武
天
皇
）。 

 
 

天
智
天
皇
の
後
継
者
で
あ
る
大
友
皇
子
か
ら
皇
位
を
簒
奪
。 

 
 
 

大
友
皇
子
の
皇
位
継
承
を
否
定
（
大
友
皇
子
が
即
位
し
て
い
た
か
は
不
詳
）
。 

 
 
 

 

天
武
天
皇
の
行
動
を
正
当
化
す
る
『
日
本
書
紀
』
は
、
大
友
皇
子
が
即
位
し
た
と
は

記
さ
な
い
。 

 
 

→
天
武
天
皇
の
子
孫
が
皇
位
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
（
天
武
系
皇
統
）。 

 
 
 

 

➡
聖
武
天
皇
の
皇
統
意
識
の
大
前
提 

天
武
天
皇
の
皇
子
は
十
人
ば
か
り
い
た
。 

序
列
と
し
て
は
鸕
野
讃
良
皇
后
（
天
智
天
皇
皇
女
）
の
産
ん
だ
草
壁
皇
子
が
第
一
位
。 

 

二 

草
壁
皇
子
の
皇
統 

 

朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
、
天
武
天
皇
崩
御 

皇
太
子
草
壁
皇
子
は
若
年
の
た
め
（
二
十
五
歳
）、
直
ぐ
に
は
即
位
し
な
か
っ
た
。 

 
 
 

こ
の
間
、
鸕
野
讃
良
皇
后
が
称
制
を
行
う
。 

草
壁
皇
子
の
成
長
を
待
つ
（
先
例
で
は
三
十
歳
が
即
位
の
最
低
年
齢
）。 

持
統
三
年
（
六
八
九
）、
草
壁
皇
子
は
即
位
す
る
前
に
死
去
（
二
十
八
歳
）
。 

 

鸕
野
讃
良
皇
后
の
即
位 

天
皇
の
空
位
期
間
の
長
期
化
に
よ
る
政
情
不
安
を
避
け
る
た
め
に
即
位
（
持
統
天
皇
）
。 

 
 
 

草
壁
皇
子
亡
き
後
、
皇
位
を
狙
う
他
の
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
へ
の
牽
制
。 
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草
壁
皇
子
の
子
で
あ
る
軽
皇
子
の
成
長
を
待
つ
。 

 

持
統
十
一
年
（
六
九
七
）、
持
統
天
皇
が
譲
位
し
、
軽
皇
子
が
即
位
（
文
武
天
皇
）
。 

持
統
太
上
天
皇
と
と
も
に
、
草
壁
皇
子
側
近
の
藤
原
不
比
等
が
文
武
天
皇
を
支
え
る
。 

 

文
武
天
皇
は
皇
后
を
立
て
ず
、
妃
の
筆
頭
は
皇
太
夫
人
の
藤
原
宮
子
（
不
比
等
長
女
）
。 

宮
子
の
子
が
首
親
王
（
後
の
聖
武
天
皇
）
。 

 
 
 
 
 

誕
生
時
か
ら
草
壁
皇
子
の
血
統
（
草
壁
皇
統
）
の
継
承
を
期
待
さ
れ
た
存
在
。 

不
比
等
が
養
育
を
担
っ
た
。 

草
壁
皇
子
の
妃
で
文
武
天
皇
の
母
で
あ
る
阿
閇
皇
女
（
後
の
元
明
天
皇
）
、
そ
の
側
近
で
不

比
等
の
妻
で
あ
る
県
犬
養(

橘)
三
千
代
ら
も
、
文
武
天
皇
か
ら
首
親
王
へ
の
継
承
を
願
う
。 

上
記
の
人
々
に
と
っ
て
、
草
壁
皇
統
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
課
題
。 

草
壁
皇
統
が
確
立
し
た
と
は
い
え
ず
、
天
武
天
皇
の
皇
子
（
草
壁
皇
子
の
兄
弟
）
た
ち
が

皇
位
に
即
く
可
能
性
が
残
っ
て
い
た
。 

➡
天
武
系
皇
統
の
な
か
で
も
、
草
壁
皇
統
が
他
の
系
統
よ
り
も
優
位
で
あ
る
と
の
皇
統 

意
識
が
聖
武
天
皇
の
意
識
の
根
底
に
存
在
す
る
。 

 

三 

二
人
の
女
帝
―
元
明
天
皇
・
元
正
天
皇 

文
武
天
皇
の
治
世
が
続
き
、
首
親
王
が
充
分
経
験
を
積
ん
だ
う
え
で
の
皇
位
継
承
が
理
想
。 

 

慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
、
文
武
天
皇
が
二
十
四
歳
で
早
逝
。 

 
 

首
親
王
は
七
歳
で
、
即
位
ど
こ
ろ
か
立
太
子
も
憚
ら
れ
る
年
齢
。 

 
 
 

 

し
か
し
、
草
壁
皇
子
の
血
を
継
ぐ
皇
子
は
首
親
王
し
か
い
な
い
。 

 

阿
閇
皇
女
の
即
位
（
元
明
天
皇
） 

先
帝
の
母
が
即
位
す
る
前
例
の
な
い
状
況
。 

 

阿
閇
皇
女
は
天
智
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
が
、
天
智
系
が
復
権
し
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 
 
 

 

文
武
天
皇
の
遺
詔
に
よ
っ
て
即
位
（
草
壁
皇
子
の
皇
太
子
妃
（
皇
后
で
は
な
い
）
で

あ
り
、
文
武
天
皇
の
母
の
立
場
） 

 
 
 
 
 

草
壁
皇
統
を
継
承
す
る
べ
き
存
在
の
首
親
王
へ
の
中
継
ぎ
。 

和
銅
七
年
（
七
一
四
）、
首
親
王
が
元
服
し
皇
太
子
と
な
る
。 

 

霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
、
元
明
天
皇
が
譲
位
（
心
身
の
衰
え
を
理
由
と
す
る
）。 

 
 
 

皇
太
子
首
親
王
は
即
位
せ
ず
、
伯
母
の
氷
高
内
親
王
が
即
位
（
元
正
天
皇
）
。 

首
親
王
は
十
五
歳
と
な
っ
て
お
り
、
文
武
天
皇
即
位
時
と
同
年
齢
だ
が
、
病
弱
で
あ

っ
た
こ
と
と
経
験
不
足
の
懸
念
が
『
続
日
本
紀
』
に
も
記
載
さ
れ
る
。 

天
武
天
皇
皇
子
の
舎
人
親
王
・
新
田
部
親
王
の
皇
太
子
へ
の
輔
翼
に
期
待
す
る
詔

が
発
せ
ら
れ
る
。 

 
 
 

元
正
天
皇
は
高
齢
で
は
な
い
た
め
、
首
親
王
の
成
長
を
待
つ
余
裕
が
あ
っ
た
。 

神
亀
元
年
（
七
二
四
）、
元
正
天
皇
の
譲
位
を
受
け
て
首
親
王
が
即
位
（
聖
武
天
皇
）
。 
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➡
二
人
の
中
継
ぎ
を
挟
ん
で
ま
で
皇
位
継
承
を
望
ま
れ
る
存
在
で
あ
る
と
の
意
識
（
草
壁

皇
統
の
継
承
）
が
、
聖
武
天
皇
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四 

聖
武
天
皇
の
母
系 

 

藤
原
宮
子
は
首
親
王
を
出
産
後
、
病
の
た
め
に
長
ら
く
療
養
し
て
お
り
、
後
見
で
き
る
状
態

で
は
な
か
っ
た
（
病
が
癒
え
た
天
平
九
年
（
七
三
七
）
、
三
十
六
年
ぶ
り
に
親
子
が
対
面
）
。 

 
 

太
政
官
の
上
層
部
に
位
置
す
る
藤
原
不
比
等
が
聖
武
天
皇
の
外
祖
父
に
あ
た
る
。 

首
親
王
の
誕
生
年
の
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
和
銅
元
年
（
七

〇
八
）
に
右
大
臣
と
な
っ
て
か
ら
は
、
太
政
官
を
主
導
す
る
立
場
で
あ
る
。 

 
 
 

 

藤
原
氏
は
天
智
天
皇
の
功
臣
で
あ
る
鎌
足
を
祖
と
す
る
が
、
新
興
貴
族
に
す
ぎ
な
い
。 

 
 
 

 
 

太
政
官
の
実
力
者
で
あ
る
不
比
等
と
、
後
宮
の
実
力
者
で
あ
る
妻
の
県
犬
養
橘
三

千
代
の
全
面
的
な
支
援
を
受
け
、
首
親
王
は
不
比
等
邸
で
養
育
さ
れ
る
。 

天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の
血
を
引
く
直
系
（
草
壁
皇
統
）
で
あ
る
が
、
皇
族
で
は
な
い
母
を
持

つ
首
親
王
の
権
力
基
盤
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 
 

➡
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
、
母
方
の
血
統
は
弱
点
と
し
て
意
識
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。 

 

五 

聖
武
天
皇
の
皇
子
女 

藤
原
光
明
子
（
父
は
藤
原
不
比
等
）
所
生
の
皇
子
女 

基
王
：
神
亀
四
年
（
七
二
四
）
、
妃
の
藤
原
光
明
子
と
の
間
に
産
ま
れ
た
基
王
を
生
後
三
十

日
余
り
で
立
太
子
。 

→
満
一
歳
を
迎
え
る
前
に
早
逝
。 

 
 

阿
倍
内
親
王
：
基
王
の
同
母
姉
。
基
王
の
死
後
、
聖
武
天
皇
と
光
明
子
と
の
間
に
男
子
は

生
ま
れ
な
か
っ
た
。
母
光
明
子
の
立
后
に
よ
り
、
史
上
初
の
女
性
皇
太
子
と
な
る
。 

聖
武
天
皇
に
と
っ
て
、
草
壁
皇
統
の
男
子
に
よ
る
継
承
が
望
ま
し
か
っ
た
。 

藤
原
氏
の
後
押
し
も
大
き
か
っ
た
。
聖
武
天
皇
自
身
も
母
が
藤
原
氏
出
身
で
あ
り
、

皇
統
に
藤
原
氏
の
血
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。 

阿
倍
内
親
王
を
皇
太
子
と
し
た
の
は
次
善
の
策
。 

藤
原
広
嗣
の
批
判 

阿
倍
内
親
王
を
草
壁
皇
統
の
継
承
者
と
し
て
認
め
ず
、
男
子
が
望
ま
し
い
と

す
る
。
広
嗣
以
外
に
も
同
じ
考
え
を
持
つ
皇
族
・
貴
族
が
存
在
し
た
。 

 
 

→
聖
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
も
一
部
一
致
す
る
。 

県
犬
養
広
刀
自
所
生
の
皇
子
女 

 
 

井
上
内
親
王
、
不
破
内
親
王
（
後
述
）。 

 
 

安
積
親
王
：
基
王
薨
去
の
同
年
に
産
ま
れ
た
。
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
死
去
。 

皇
太
子
に
す
る
と
、
藤
原
氏
の
反
対
が
予
想
さ
れ
、
母
方
の
後
見
も
不
十
分
。 

 

基
王
と
安
積
親
王
の
早
逝
が
後
々
ま
で
響
く
こ
と
に
な
る
。 



無断転載・コピー・再配布はご遠慮ください 

4 

 

五 
草
壁
皇
統
以
外
の
天
武
系
皇
親
―
長
屋
王
を
中
心
に 

高
市
皇
子
：
天
武
天
皇
の
長
男
。
壬
申
の
乱
で
活
躍
し
た
が
、
母
方
の
出
自
が
低
く
（
九
州
の

地
方
豪
族
宗
像
氏
）
、
皇
位
継
承
の
可
能
性
は
低
か
っ
た
。 

 
 

持
統
天
皇
の
即
位
後
は
太
政
大
臣
に
就
任
。
皇
族
と
臣
下
の
筆
頭
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
。 

 

長
屋
王
：
父
は
高
市
皇
子
、
母
は
御
名
部
皇
女
（
天
智
天
皇
皇
女
・
元
明
天
皇
の
同
母
姉
）。 

正
妻
は
吉
備
内
親
王
（
草
壁
皇
子
と
元
明
天
皇
の
娘
・
文
武
天
皇
と
元
正
天
皇
の
兄
弟
）
。 

→
皇
族
の
中
で
も
嫡
流
に
近
い
存
在
。 

 
 
 

 
 

叔
母
の
元
明
天
皇
、
義
姉
の
元
正
天
皇
、
さ
ら
に
は
藤
原
不
比
等
か
ら
の
信
任
も

受
け
て
、
朝
廷
に
お
け
る
地
位
を
固
め
て
い
く
。 

 

長
屋
王
の
変 

不
比
等
の
死
後
、
長
屋
王
の
権
勢
が
増
大
。 

不
比
等
の
子
で
あ
る
藤
原
四
子
が
長
屋
王
へ
の
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。 

藤
原
宮
子
の
尊
号
事
件
：
聖
武
天
皇
の
生
母
藤
原
宮
子
の
称
号
を
巡
る
事
件
。 

即
位
後
間
も
な
い
聖
武
天
皇
が
、
宮
子
の
称
号
を
「
大
夫
人
」
と
す
る
勅
を
出
す
。 

聖
武
天
皇
の
権
威
を
高
め
、
皇
位
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
処
置
。 

 

母
方
の
血
統
の
弱
さ
を
自
覚
し
て
い
る
。 

長
屋
王
が
異
議
を
と
な
え
た
こ
と
で
、
聖
武
天
皇
の
勅
が
撤
回
さ
れ
る
。 

長
屋
王
は
藤
原
氏
の
栄
進
を
好
ま
ず
、
宮
子
の
尊
称
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
た
。 

→
長
屋
王
と
藤
原
四
子
が
対
立
。 

 

神
亀
六
年
（
七
二
九
）
、
長
屋
王
の
変
が
勃
発
。
長
屋
王
と
吉
備
内
親
王
、
そ
の
子
ら
が
自
害
。 

長
屋
王
の
変
の
意
義 

聖
武
天
皇
の
権
威
に
つ
い
て
、
皇
親
勢
力
や
貴
族
は
、
母
親
が
皇
族
で
な
い
聖
武
天
皇
を

天
皇
に
相
応
し
く
な
い
と
見
な
す
考
え
が
あ
っ
た
。 

長
屋
王
の
変
当
時
、
聖
武
天
皇
に
は
安
積
親
王
し
か
男
子
が
い
な
い
。 

聖
武
天
皇
と
安
積
親
王
に
不
測
の
事
態
が
あ
っ
た
場
合
は
、
天
皇
の
叔
母
で
あ
る
吉 

備
内
親
王
の
生
ん
だ
男
子
（
長
屋
王
の
息
子
）
で
あ
る
膳
夫
王
ら
が
男
系
皇
族
で
の

皇
位
継
承
の
有
力
者
と
な
り
え
た
。 

→
皇
位
継
承
に
関
わ
っ
て
、
長
屋
王
を
排
除
。 

 
 
 

 
 

 
 

➡
草
壁
皇
統
が
覆
さ
れ
る
可
能
性
を
聖
武
天
皇
は
恐
れ
て
お
り
、
草
壁
皇
統

が
絶
対
の
も
の
で
は
な
い
と
意
識
し
て
い
る
。 

長
屋
王
の
変
後
、
聖
武
天
皇
の
夫
人
で
あ
っ
た
光
明
子
を
皇
后
に
立
て
る
。 

皇
族
以
外
は
皇
后
に
な
れ
な
い
（
雄
略
天
皇
の
皇
后
・
磐
姫
が
例
外
（
葛
城
氏
出
身
）） 

光
明
子
を
立
后
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
皇
族
と
貴
族
の
反
対
が
予
想
さ
れ
る
。 

長
屋
王
が
特
に
強
く
反
対
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。 
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七 
聖
武
天
皇
の
遺
詔 

天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）、
聖
武
天
皇
は
譲
位
し
、
阿
倍
内
親
王
が
即
位
（
孝
謙
天
皇
）
。 

 
 

聖
武
太
上
天
皇
は
、
孝
謙
天
皇
の
後
見
を
行
う
。 

孝
謙
天
皇
は
皇
太
子
を
立
て
ず
、
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
に
聖
武
太
上
天
皇
が
崩
御
。 

聖
武
太
上
天
皇
は
遺
詔
で
、
道
祖
王(

新
田
部
親
王
の
子
、
天
武
天
皇
の
孫)

を
皇
太
子
と
し
た
。 

 
 

➡
草
壁
皇
統
の
直
系
継
承
を
諦
め
、
次
善
の
策
と
し
て
草
壁
皇
子
の
子
孫
以
外
の
天
武
系

皇
統
か
ら
、
皇
位
継
承
者
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。 

天
武
天
皇
の
皇
子
の
中
で
、
奈
良
時
代
前
半
の
朝
廷
に
お
い
て
皇
族
の
長
老
的
な
立

場
で
あ
っ
た
舎
人
親
王
と
新
田
部
親
王
の
子
孫
を
優
先
し
た
。 

 
 

し
か
し
、
聖
武
太
上
天
皇
の
思
惑
ど
お
り
に
皇
位
継
承
は
進
ま
な
か
っ
た
。 

 
 
 

翌
年
、
孝
謙
天
皇
に
よ
っ
て
道
祖
王
が
廃
太
子
。 

 
 
 

 

聖
武
太
上
天
皇
の
服
喪
中
に
、
淫
ら
で
勝
手
な
行
動
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
。 

大
炊
王
（
舎
人
親
王
の
子
）
を
立
太
子
（
藤
原
仲
麻
呂
の
強
い
推
挙
が
あ
っ
た
）
。 

光
明
皇
太
后
を
後
ろ
盾
に
権
力
を
持
っ
た
藤
原
仲
麻
呂
は
、
大
炊
王
を
田
村
第
に
住 

ま
わ
せ
、
亡
き
長
男
真
従
の
妻
で
あ
っ
た
粟
田
諸
姉
を
娶
ら
せ
て
い
た
。 

 

八 

孝
謙
天
皇
の
譲
位
と
淳
仁
天
皇
の
即
位 

天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）、
孝
謙
天
皇
が
譲
位
し
、
大
炊
王
が
即
位
（
淳
仁
天
皇
）
。 

同
年
、
淳
仁
天
皇
が
草
壁
皇
子
に
岡
宮
御
宇
天
皇
の
尊
号
を
追
贈
す
る
。 

 
 
 

草
壁
皇
子
に
天
皇
号
を
贈
る
こ
と
で
、
自
身
も
そ
の
皇
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
表

明
す
る
（
実
際
は
草
壁
皇
子
の
子
孫
で
は
な
い
）。 

淳
仁
天
皇
は
自
ら
を
孝
謙
天
皇
で
は
な
く
、
聖
武
天
皇
の
後
継
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

孝
謙
太
上
天
皇
と
不
和
が
生
じ
る
原
因
の
一
つ
。 

 
 
 

孝
謙
太
上
天
皇
は
、
生
前
の
聖
武
天
皇
か
ら
「
王
を
奴
と
す
る
も
、
奴
を
王
と
す
る
も

汝
の
な
す
が
ま
ま
に
」
と
の
言
葉
を
受
け
て
お
り
、
次
の
天
皇
を
決
め
る
の
は
自
分
で

あ
り
、
退
位
も
決
定
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
自
分
こ
そ
が
草
壁
皇
統
の
真
の
後
継
者

で
あ
り
、
聖
武
天
皇
か
ら
負
託
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。 

 
 
 

 

仲
麻
呂
の
乱
後
に
淳
仁
天
皇
を
廃
位
す
る
根
拠
と
な
る
。 

 

九 

称
徳
天
皇
の
重
祚 

 

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
、
仲
麻
呂
の
乱
に
勝
利
し
た
孝
謙
太
上
天
皇
が
、
淳
仁
天
皇
を
廃

位
し
重
祚
（
称
徳
天
皇
）
。 

称
徳
天
皇
は
皇
太
子
を
立
て
ず
、
然
る
べ
き
時
に
天
が
相
応
し
い
人
を
選
ぶ
だ
ろ
う
と
事
実

上
の
棚
上
げ
を
し
た
。
草
壁
皇
統
の
直
系
男
子
は
も
う
い
な
い
。 

 
 

➡
聖
武
天
皇
が
思
い
描
く
皇
統
意
識
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。 
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聖
武
天
皇
の
血
を
引
く
姉
妹
（
井
上
内
親
王
と
不
破
内
親
王
）
と
は
不
仲
で
、
後
継

者
と
す
る
つ
も
り
が
な
い
。 

皇
族
の
粛
清 

淡
路
廃
帝
（
淳
仁
天
皇
）
の
突
然
の
死 

 
 
 

淡
路
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
廃
帝
が
逃
亡
を
図
っ
た
翌
日
に
死
亡
。 

和
気
王
の
謀
反 

 
 
 

舎
人
親
王
孫
で
淳
仁
天
皇
甥
の
和
気
王
が
、
皇
位
を
望
み
謀
反
を
計
画
す
る
が
失
敗
。 

 
 

 
 

→
舎
人
親
王
系
の
皇
親
の
復
権
を
阻
止
。 

不
破
内
親
王
の
皇
籍
剥
奪 

 
 
 

子
の
氷
上
志
計
志
麻
呂
（
父
は
新
田
部
親
王
の
子
で
あ
る
塩
焼
王
〔
氷
上
塩
焼
〕
）
を
皇

位
に
即
け
よ
う
と
称
徳
天
皇
を
呪
詛
し
た
と
し
て
、
内
親
王
の
身
位
を
廃
さ
れ
る
。 

 
 

 

→
不
破
内
親
王
と
志
計
志
麻
呂
を
排
除
。 

宇
佐
八
幡
神
託
事
件 

称
徳
天
皇
の
側
近
の
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
れ
ば
、
天
下
は
安
定
す
る
と
の
神
託
が
下
り
る
。 

 
 

→
草
壁
皇
統
ど
こ
ろ
か
皇
族
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
。 

 
 

 

再
度
、
神
託
の
確
認
が
行
わ
れ
、「
無
道
の
人
を
排
除
せ
よ
、
天
つ
日
嗣
は
皇
緒
を
以
て

せ
よ
」
で
あ
っ
た
と
奏
上
さ
れ
、
道
鏡
が
皇
位
に
即
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
 
 
 
 

→
皇
位
は
皇
族
が
継
ぐ
べ
き
と
の
認
識
が
改
め
て
示
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

九 

称
徳
天
皇
の
崩
御
と
光
仁
天
皇
の
即
位 

 

宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
、
称
徳
天
皇
が
後
継
者
を
決
定
す
る
こ
と
な
く
崩
御
。 

複
数
の
候
補
か
ら
、
藤
原
永
手
や
藤
原
百
川
は
白
壁
王
の
立
太
子
を
画
策
。 

白
壁
王
は
天
智
天
皇
の
孫(

父
は
志
貴
親
王)

で
皇
位
継
承
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。 

白
壁
王
の
妻
が
聖
武
天
皇
皇
女
の
井
上
内
親
王(

白
壁
王
は
聖
武
天
皇
の
義
理
の
息
子)
。 

 
 
 

 

井
上
内
親
王
と
の
間
に
他
戸
親
王
が
生
ま
れ
て
い
た
。 

他
戸
親
王
は
聖
武
天
皇
の
血
を
継
ぐ
唯
一
の
男
子
（
孫
世
代
）
。 

 
 
 
 
 
 
 

不
破
内
親
王
の
系
統
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

白
壁
王(

光
仁
天
皇)

の
即
位
は
、
中
継
ぎ
と
し
て
他
戸
親
王
へ
の
継
承
が
前
提
。 

聖
武
天
皇
の
男
系
で
の
皇
位
継
承
は
頓
挫
。 

母
系
で
聖
武
天
皇
の
血
統
を
受
け
継
い
で
い
く
道
が
残
さ
れ
て
い
た
。 

当
該
期
の
皇
族
・
貴
族
た
ち
は
聖
武
天
皇
の
皇
統
を
意
識
し
た
選
択
を
し
た
。 

 
 

た
だ
し
、
後
の
政
変
に
よ
り
他
戸
親
王
は
廃
太
子
さ
れ
る
。 

 
 
 

光
仁
天
皇
の
後
を
継
い
だ
の
は
長
男
の
山
部
親
王
（
桓
武
天
皇
）
。 
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聖
武
天
皇
関
係
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図 
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井
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草
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県
犬
養
広
刀
自 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

膳
夫
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屋
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親
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淳
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天
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計
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麻
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新
田
部
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道
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塩
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貴
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仁
天
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天
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